
１ 主な改正内容

令和６年10月分(12月支給分)より

　⑴　高校生年代まで支給期間が延長されます

　⑵　所得制限が撤廃されます

　⑶　多子加算（第３子以降）の増額と算定対象の拡大

　⑷　支給月が年６回に変更されます

【拡充内容の比較一覧表】

【問い合わせ】 小浜市役所 民生部 子ども未来課 電話：0770-64-6013 

2 申請(請求)手続きについて

  一部の方は、申請(請求)の手続きと届出の提出が必要となります。

  申請受付開始時期や申請(請求)方法等については、詳細が決まり次第、   

ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

※第3子加算の数え方（カウント方法）の変更
 多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで（高校生年代まで）を第1子と
する扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子
とするカウント方法に変更となります。
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